
25新受刑者の推移(平成8年,平成18年及び平成26年～平成30年）
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【解脱】

新受刑者とは,裁判が確定し,その執行を受ける

ため，年間(その年の1月1日から12月31日までの

期間をいう｡)新たに入所した者,死刑の執行を受

けた者及び国際受刑者移送法(平成14年法律第66

号)により受入移送した者をいう｡新受刑者数は,平

成5年以降,増加傾向にあったが,平成19年から減

少に転じ,平成30年は対前年比1 ,059人減の18,272

人(速報値)となっている。
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平成8年平成18年平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年
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2‘333

施設別収容定員･現員(令和元年12月末現在速報値）
※上段は女子のみ｡下段は男女の総数。

※各管区の合計数,刑事施設全体の合計数は,下図に記載のない施設(拘置支所等)も含む。
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(参考)属性及び犯罪傾向の進度並びに符号

【D】拘留受刑者、 【Jt】少年院への収容を必要とする16歳

未満の少年、 【M】精神上の疾病又は障害を有するため医

療を主として行う刑事施設等に収容する必要があると認めら

れる者、 【P】身体上の疾病又は障害を有するため医療を主

として行う刑事施設等に収容する必要があると認められる者、

【W】女子、 【F】日本人と異なる処遇を必要とする外国人、

【I】禁鋼受刑者、 【J】少年院への収容を必要としない少年、

【L】執行すべき刑期が10年以上である者、 【Y】可塑性に期

待した矯正処遇を重点的に行うことが相当と認められる26

歳未満の成人、 【A】犯罪傾向が進んでいない者、 【B】犯罪

傾向が進んでいる者
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刑事施設(全支所含む)合計
6,5591 4,0381 61.6％
87,825 ： 48,425｛ 55.1％
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91施設別収容定員･現員(令和元年12月末現在速報値）
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76施設別収容定員｡現員(令和元年12月末現在速報値）

容
員

容
員

収 容 率収
定

収
現

収 容 率収容

定 員

容
員

収
現

大津少年鑑別所 21 16 76．2％

京都少年鑑別所 377 3．9％

250大阪少年鑑別所 53 21．2％

神戸少年鑑別所 120 14 11 ．7％

窯良少年鑑別所 25 0 0．0%
和歌山少隼鑑別所 201 2 1Q0%
大腫管区齢’ 5131 881 172％
鳥取少年鑑別所 29 2 6．9％

20松江少年鑑別所 0 0.0%

30 7岡山少年鑑別所 23．3％

広島少年鑑別所 70 10 14．3％

山口少隼鱈別所 291 1 34％
広島管区齢’ 1781 201 112％
徳島少年鑑別所 19 3 15．8％

高松少年鑑別所 24 4 16－7％

松山少年鑑別所 30 0 0．0%

商知少年鑑別所 32 3． 1％

麿松管区齢 1051 81 7.6％
100福岡少年鋸別所 11 11．0％

小倉少年鑑別支所 44 2 4．5％

佐賀少年鑑別所 30 2 6．7％

長崎少年鑑別所 40 2．5％

28 1熊本少年錐別所 3．6％

大分少年鑑別所 22 0 0－0％

宮崎少年鑑別所 20 0 0_0%

鹿児島少年鐙別所 20 1 5．0％

那覇少年鐘別所 45 2 4．4％

大島拘置支所 4 0 0.0%

宮古拘置支所 8 0 0．0％

八重山卿務支所 5 0 0.0％
纒岡管区齢’ 3661 201 5.5％
少年鱈別所合叶’ 26361 3391 12.9％

14

0

10

高松少年鑑別所

2.5％

札幌少年鑑別所

函館少雫鱈別支所
剣|｜路少年錘別支所

旭川少年鑑別所

札幌管 区計

青森少年鑑別所

仙台少年症別所

盛岡少年鑑別支所

山形少年鑑別支所

秋田少年鑑別所

福島少年鑑別所

仙 台 管 区計

水戸少年鑑別所

宇都宮少年鑑別所

前橋少年鑑別所

さいたま少年鑑別所

子葉少年鑑別所

東京少年産別所

東京西少年鑑別所

横浜少年鑑別所

新潟少年鑑別所

甲府少年鑑別添

長野少年鑑別所

静岡少年鑑別所

東京管 区計

金沢少年艦別所

裡井少年鑑別所

岐阜少年鑑別所

名古屋少年鑑男'｣所

富山少年鐙別支所

津少年鑑別所

名古屋管区計

135 4 3

20 1 5

40 4 10

20 1 5

215 10 4

23 1 4

50 5 10

19 0 0

19 1 5

16 1 6

30 3 10
1571 11 1 7
60 4 6

40 3 7

26 5 19

99 15 15

90 21 23

212 24 11

80 16 20

130 46 35

25 2 8

25 2 8

20 3 15

551 3 5
8621 144 1 16
36 1 2

25 0 0

19 2 10

100 32 32

20 0 0

40 3 7
2401 38 1 15

4

0

5

21 23

8

I

眺
一
酬
一
叫
一
眺
一
湖

．3％

眺
一
叫

.3％

那
一
眺
一
一
肌
一

刑
一
醐
一
酬
一
郡

．3％

洲

眺
一
州
一
叫

-＄

.0%

叫
一
副
一
湖
一

醐

一

叫

一
研
一
醐
一
醐
一
則
一

鋤

77法務大臣に対する救済の申出の状況(平成27年～令和元年）

令和元年平成27年 平成29年 平成30年平成28年

51 10 11 12

※少年鑑別所法(平成27年6月1日施行)により新設された。

第3縄少年鑑別所

67

~=1 |＝


